
�愛媛県条例第３７号
愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に

関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償

等に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に

関する条例（昭和４２年愛媛県条例第２６号）の一部を次のよう

に改正する。

第２条の２第１項中「住居と勤務場所との間」を「次に掲

げる移動」に、「往復する」を「行う」に改め、同項に次の

各号を加える。

� 住居と勤務場所との間の往復

� 一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の規則

で定める就業の場所から勤務場所への移動（規則で定め

る職員に関する法令の規定に違反して就業している場合

における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。

）

� 第１号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の

移動（規則で定める要件に該当するものに限る。）

第２条の２第２項中「前項の往復」を「前項各号に掲げる

移動」に、「同項の往復」を「同項各号に掲げる移動」に改

める。

第８条の２第１項中「障害の等級」を「傷病等級」に改め

る。

第９条中「までの等級」を「までの障害等級」に、「障害

の等級」を「障害等級」に改める。

第１２条第１項第４号中「等級」を「障害等級」に改める。

附則第２条の３第１項中「障害の等級に」を「障害等級に

」に改め、同項の表中「障害の等級」を「障害等級」に改め

る。

附則第２条の４第２項中「障害の等級」を「障害等級」に

改める。

別表第１種別の項等級の欄中「等級」を「傷病等級」に改

め、同表備考を次のように改める。

備考 この表に定める傷病等級に該当する障害は、法第２８

条の２第１項第２号に規定するところによる。

別表第２種別の項等級の欄中「等級」を「障害等級」に改

め、同表備考を次のように改める。

備考 この表に定める障害等級に該当する障害は、法第２９

条第２項に規定するところによる。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ 改正後の愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災

害補償等に関する条例第２条の２の規定は、平成１８年４月

１日以後に発生した事故に起因する通勤による災害につい

て適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災

害については、なお従前の例による。
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�愛媛県条例第３８号
知事等の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例を

次のように公布する。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

知事等の退職手当に関する条例等の一部を改正する条

例

（知事等の退職手当に関する条例の一部改正）

第１条 知事等の退職手当に関する条例（昭和３１年愛媛県条

例第５４号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項第１号中「１００分の７０」を「１００分の６０」

に改め、同項第２号中「１００分の５０」を「１００分の４５」に

改め、同項第３号中「１００分の４０」を「１００分の３５」に改

め、同項第４号中「１００分の３５」を「１００分の３０」に改め

る。

（教育長の給与、退職手当、旅費及び勤務時間等に関する

条例の一部改正）

第２条 教育長の給与、退職手当、旅費及び勤務時間等に関

する条例（昭和３１年愛媛県条例第５２号）の一部を次のよう
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に改正する。

第４条第２項中「１００分の４０」を「１００分の３５」に改め

る。

（常勤の監査委員等の退職手当に関する条例の一部改正）

第３条 常勤の監査委員等の退職手当に関する条例（昭和３３

年愛媛県条例第９号）の一部を次のように改正する。

第４条中「月数」の下に「（その月数が４８月を超える場

合は、４８月）」を加える。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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�愛媛県条例第３９号
愛媛県県税賦課徴収条例及び愛媛県核燃料税条例の一部を

改正する条例を次のように公布する。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県税賦課徴収条例及び愛媛県核燃料税条例の一

部を改正する条例

（愛媛県県税賦課徴収条例の一部改正）

第１条 愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１

号）の一部を次のように改正する。

第１３条第２項及び第３項を次のように改める。

２ 県民税の所得割（分離課税に係る所得割を除く。）の

額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林

所得金額の合計額に、１００分の４を乗じて得た金額とす

る。

３ 県民税の分離課税に係る所得割の額は、その年中の退

職所得の金額に１００分の４を乗じて得た金額とする。

第１４条を次のように改める。

（調整控除）

第１４条 県民税の所得割の納税義務者については、その者

の前条第２項及び第８項の規定による所得割の額から、

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める

金額を控除するものとする。

� 当該納税義務者の前条第８項に規定する課税総所得

金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計

額（以下この条において「合計課税所得金額」という

。）が２００万円以下である場合 次に掲げる金額のう

ちいずれか少ない金額の１００分の２に相当する金額

ア ５万円に、当該納税義務者が法第３７条第１号イの

表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当

該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算

した金額を加算した金額

イ 当該納税義務者の合計課税所得金額

� 当該納税義務者の合計課税所得金額が２００万円を超

える場合 アに掲げる金額からイに掲げる金額を控除

した金額（当該金額が５万円を下回る場合には、５万

円とする。）の１００分の２に相当する金額

ア ５万円に、当該納税義務者が法第３７条第１号イの

表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当

該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算

した金額を加算した金額

イ 当該納税義務者の合計課税所得金額から２００万円

を控除した金額

第１５条中「所得税法」の下に「（昭和４０年法律第３３号）

」を加え、「令」を「地方税法施行令（昭和２５年政令第２

４５号。以下「令」という。）」に改める。

第１６条中「１００分の３２」を「５分の２」に改める。

第１８条の２第１項第１号ウの表中「１００分の４．４」を「

１００分の３．８」に、「１００分の６．６」を「１００分の５．５」

に、「１００分の８．６」を「１００分の７．２」に改め、同項第

２号の表中「１００分の５．６」を「１００分の５」に、「１００

分の７．５」を「１００分の６．６」に改め、同項第３号の表中

「１００分の５．６」を「１００分の５」に、「１００分の８．４」

を「１００分の７．３」に、「１００分の１１」を「１００分の９．６

」に改め、同条第２項第１号の表中「１００分の５．６」を「

１００分の５」に、「１００分の７．５」を「１００分の６．６」に

改め、同項第２号の表中「１００分の５．６」を「１００分の５

」に、「１００分の８．４」を「１００分の７．３」に、「１００分

の１１」を「１００分の９．６」に改め、同条第３項中「１００分

の１．５」を「１００分の１．３」に改め、同条第４項第１号ウ

中「１００分の８．６」を「１００分の７．２」に改め、同号エ中

「１００分の１１」を「１００分の９．６」に改め、同項第２号中

「１００分の７．５」を「１００分の６．６」に改め、同項第３号

中「１００分の１１」を「１００分の９．６」に改める。

第４３条第１項第３号の表営業用の項中「一般乗合用」の

下に「（道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第５条第１

項第３号に規定する路線定期運行の用に供するものをいう

。以下自動車税について同様とする。）」を加える。

附則第５条第１項第２号中「及び附則第７条第１項」を

「、附則第７条第１項及び附則第７条の４第１項」に改め

、同項第３号中「第３１４条の４」を「第３１４条の６」に、

「及び附則第５条第３項」を「、附則第５条第３項及び附

則第５条の４第６項」に改める。

附則第６条を次のように改める。

第６条 削除

附則第７条第１項第１号中「１００分の０．８」を「１００分

の１．２」に、「１００分の０．４」を「１００分の０．６」に改め

、同項第２号中「１００分の０．４」を「１００分の０．６」に、

「１００分の０．２」を「１００分の０．３」に改め、同項第３号

中「１００分の０．２」を「１００分の０．３」に、「１００分の０

．１」を「１００分の０．１５」に改める。

附則第７条の２を次のように改める。

第７条の２ 削除

附則第７条の３の次に次の１条を加える。

（個人の県民税の住宅借入金等特別税額控除）

第７条の４ 平成２０年度から平成２８年度までの各年度分の

個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所

得税につき租税特別措置法第４１条又は第４１条の２の２の

規定の適用を受けた場合（同法第４１条第１項に規定する

居住年が平成１１年から平成１８年までの各年である場合に

限る。）においては、法附則第５条の４第１項に規定す

るところにより控除すべき額（第３項において「県民税

の住宅借入金等特別税額控除額」という。）を、当該納

税義務者の第１３条及び第１４条の規定を適用した場合の所

得割の額から控除するものとする。
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２ 前項の規定の適用がある場合における第１６条の規定の

適用については、同条中「前３条」とあるのは、「前３

条及び附則第７条の４第１項」とする。

３ 第１項の規定は、県民税の所得割の納税義務者が、当

該年度の初日の属する年の３月１５日までに、地方税法施

行規則で定めるところにより、同項の規定の適用を受け

ようとする旨及び県民税の住宅借入金等特別税額控除額

の控除に関する事項を記載した申告書（その提出期限後

において県民税の納税通知書が送達される時までに提出

されたものを含む。）を、法附則第５条の４第８項の市

町村民税に関する申告書と併せて、当該年度の初日の属

する年の１月１日現在における住所所在地の市町長に提

出した場合（同条第４項の規定により税務署長を経由し

て提出した場合を含む。）に限り、適用する。

附則第８条第１項中「及び附則第７条第１項の規定にか

かわらず」を「、附則第７条第１項及び前条第１項の規定

にかかわらず」に改め、同項第１号中「１００分の０．５」を

「１００分の０．６」に改め、同項第２号中「及び附則第７条

第１項」を「、附則第７条第１項及び前条第１項」に改め

、同条第２項中「並びに」を「及び」に改め、「及び第６

条」を削り、「附則第７条第１項」」を「及び附則第７条

の４第１項」」に、「附則第７条第１項及び第８条第１項

」と、附則第６条第２項第１号中「及び次条第１項」とあ

るのは「、次条第１項」を「、附則第７条の４第１項」に

、「とする」を「と、同項第３号中「及び附則第５条第３

項」とあるのは「、附則第５条第３項及び附則第６条第５

項」とする」に改める。

附則第９条を次のように改める。

（県民税の分離課税に係る所得割の額の特例）

第９条 県民税の分離課税に係る所得割の額は、当分の間

、第１３条第３項の規定を適用して計算した金額からその

１０分の１に相当する金額を控除して得た金額とする。

附則第１０条第１項中「区分し、」の下に「前年中の」を

加え、同項第１号中「規定により」の下に「読み替えて」

を加え、「１００分の３」を「１００分の４．８」に改め、同条

第２項第１号中「第１５条、第１６条及び附則第７条第１項」

を「第１４条から第１６条まで、附則第７条第１項及び附則第

７条の４第１項」に、「これらの規定」を「第１４条、附則

第７条第１項及び附則第７条の４第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第１０条第１項の規定に

よる県民税の所得割の額」と、第１５条及び第１６条」に、「

同項各号」を「附則第７条第１項各号」に改め、同項第２

号中「及び」を「並びに」に改め、「において準用する同

条第１項」を削り、同項第３号を削る。

附則第１２条第１項中「以下この条から附則第１４条まで」

を「次条第１項及び第２項並びに附則第１４条」に、「１００

分の１．６」を「１００分の２」に改め、同条第２項第１号中

「第１５条、第１６条及び附則第７条第１項」を「第１４条から

第１６条まで、附則第７条第１項及び附則第７条の４第１項

」に、「これらの規定」を「第１４条、附則第７条第１項及

び附則第７条の４第１項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第１２条第１項の規定による県民税の所

得割の額」と、第１５条及び第１６条」に、「同項各号」を「

附則第７条第１項各号」に改め、同項第２号中「及び」を

「並びに」に改め、「において準用する同条第１項」を削

り、同項第３号を削る。

附則第１３条第１項中「土地等をいう。以下この条」の下

に「及び附則第１５条第２項」を加え、同項第１号中「１００

分の１．３」を「１００分の１．６」に改め、同項第２号アを次

のように改める。

ア ３２万円

附則第１３条第１項第２号イ中「１００分の１．６」を「１００

分の２」に改め、同条第３項中「、第３７条の９の２又は第

３７条の９の３」を「又は第３７条の９の２から第３７条の９の

４まで」に改める。

附則第１４条第１号中「１００分の１．３」を「１００分の１．６

」に改め、同条第２号アを次のように改める。

ア ９６万円

附則第１４条第２号イ中「１００分の１．６」を「１００分の２

」に改める。

附則第１５条第１項中「１００分の３」を「１００分の３．６」

に改め、同条第２項中「１００分の３」を「１００分の３．６」

に、「１００分の１．６」を「１００分の２」に改め、同条第３

項を次のように改める。

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるとこ

ろによる。

� 第１４条から第１６条まで、附則第７条第１項及び附則

第７条の４第１項の規定の適用については、第１４条、

附則第７条第１項及び附則第７条の４第１項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１５条第

１項の規定による県民税の所得割の額」と、第１５条及

び第１６条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第１５条第１項の規定による県民税の所得割の額

」と、附則第７条第１項各号中「課税総所得金額」と

あるのは「課税総所得金額及び附則第１５条第１項に規

定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。

� 附則第５条第１項の規定の適用については、同項中

「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した

場合の所得割の額並びに附則第１５条第１項の規定によ

る県民税の所得割の額」と、同項第１号中「山林所得

金額」とあるのは「山林所得金額並びに法附則第３５条

第１項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項第２

号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第１５条第１項の規定による県民税の所得割の額」と

、同項第３号中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに法附則第３５条第５項の規定に係る市町の条例

の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

附則第１６条第１項中「法附則第３５条の２第１項に規定す

る株式等（以下この項において「株式等」という。）の譲

渡（証券取引法（昭和２３年法律第２５号）第２条第２０項に規

定する有価証券先物取引の方法により行うものを除く。以

下この項及び次条第１項において同じ。）をした場合には

、当該株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得

（租税特別措置法第３２条第２項の規定に該当する譲渡所得

を除く。）」を「租税特別措置法第３７条の１０第１項に規定

する株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該株式
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等に係る譲渡所得等」に改め、「区分し、」の下に「前年

中の」を加え、「１００分の１．６」を「１００分の２」に改め

、同条第２項第１号中「第１５条、第１６条及び附則第７条第

１項」を「第１４条から第１６条まで、附則第７条第１項及び

附則第７条の４第１項」に、「これらの規定」を「第１４条

、附則第７条第１項及び附則第７条の４第１項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１６条第１項の

規定による県民税の所得割の額」と、第１５条及び第１６条」

に、「第１６条中「同条第１５項」とあるのは「法附則第３５条

の２第６項」と、同項各号」を「附則第７条第１項各号」

に改め、同項第２号中「及び」を「並びに」に、「法附則

第３５条の２第９項において準用する同条第１項」を「法附

則第３５条の２第６項」に改め、同項第３号を削る。

附則第１６条の２第１項中「含む」を「含み、証券取引法

（昭和２３年法律第２５号）第２条第２０項に規定する有価証券

先物取引の方法により行うものを除く」に、「１００分の１

」を「１００分の１．２」に改め、同条第２項中「これらの規

定」を「第１４条、附則第７条第１項及び附則第７条の４第

１項」に、「第１５条中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び」を「第１４条」と、「並びに附則第１６条第１項」

とあるのは「並びに」に、「の規定による県民税の所得割

の額」と、第１６条及び附則第７条第１項」を「」と、「附

則第７条第１項各号」とあるのは「附則第７条第１項及び

附則第７条の４第１項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第１６条第１項の規定による県民税の所得

割の額」と、附則第７条第１項各号」に、「「同条第１項

」を「「法附則第３５条の２第６項」に改め、「において準

用する同条第１項」を削る。

附則第１６条の４第１項中「区分し、」の下に「前年中の

」を加え、「１００分の１．６」を「１００分の２」に改め、同

条第２項第１号中「第１５条、第１６条及び附則第７条第１項

」を「第１４条から第１６条まで、附則第７条第１項及び附則

第７条の４第１項」に、「これらの規定」を「第１４条、附

則第７条第１項及び附則第７条の４第１項中「所得割の額

」とあるのは「所得割の額並びに附則第１６条の４第１項の

規定による県民税の所得割の額」と、第１５条及び第１６条」

に、「同項各号」を「附則第７条第１項各号」に改め、同

項第２号中「及び」を「並びに」に改め、「において準用

する同条第１項」を削り、同項第３号を削り、同条の次に

次の１条を加える。

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る県民税の課

税の特例）

第１６条の５ 県民税の所得割の納税義務者が支払を受ける

べき租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方

税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下

「租税条約実施特例法」という。）第３条の２の２第４

項に規定する条約適用利子等については、第１２条及び第

１３条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年

中の同項に規定する条約適用利子等の額（以下この項に

おいて「条約適用利子等の額」という。）に対し、条約

適用利子等の額（租税条約実施特例法第３条の２の２第

５項第４号の規定により読み替えられた法第３４条の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額）に１００分の

５の税率から租税条約実施特例法第３条の２の２第１項

に規定する限度税率（第３項において「限度税率」とい

う。）を控除して得た率に５分の２を乗じて得た率（当

該納税義務者が同条第３項の規定の適用を受ける場合に

は、１００分の２の税率）を乗じて計算した金額に相当す

る県民税の所得割を課する。

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところ

による。

� 第１５条、第１６条及び附則第７条第１項の規定の適用

については、第１５条及び第１６条中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第１６条の５第１項の規定

による県民税の所得割の額」と、同項中「所得割の額

」とあるのは「所得割の額並びに附則第１６条の５第１

項の規定による県民税の所得割の額」と、同項各号中

「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び

附則第１６条の５第１項に規定する条約適用利子等の額

（租税条約実施特例法第３条の２の２第５項第４号の

規定により読み替えて適用される法第３４条の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額）の合計額」と

する。

� 附則第５条第１項の規定の適用については、同項中

「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した

場合の所得割の額並びに附則第１６条の５第１項の規定

による県民税の所得割の額」と、同項第１号中「山林

所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１６

条の５第１項に規定する条約適用利子等の額」と、同

項第２号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第１６条の５第１項の規定による県民税の所得

割の額」と、同項第３号中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、

法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４

年法律第４６号。以下「租税条約実施特例法」という。

）第３条の２の２第１０項の規定に係る市町の条例の規

定による市町村民税の所得割の額」とする。

� 附則第６条の規定の適用については、同条第１項中

「除く。）の額」とあるのは「除く。）の額並びに附

則第１６条の５第１項の規定による県民税の所得割の額

」と、同条第２項第１号中「除く。）の額（当該金額

に１００円未満の端数があるとき、又は当該金額」とあ

るのは「除く。）の額並びに附則第１６条の５第１項の

規定による県民税の所得割の額の合計額（当該合計額

に１００円未満の端数があるとき、又は当該合計額」と

、同項第２号中「除く。）の額（当該金額に１００円未

満の端数があるとき、又は当該金額」とあるのは「除

く。）の額並びに租税条約実施特例法第３条の２の２

第１０項の規定に係る市町の条例の規定による市町村民

税の所得割の額の合計額（当該合計額に１００円未満の

端数があるとき、又は当該合計額」とする。

３ 県民税の所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税

条約実施特例法第３条の２の２第６項に規定する条約適

用配当等（次項において「条約適用配当等」という。）

については、第１２条及び第１３条の規定にかかわらず、他

の所得と区分し、その前年中の同項に規定する条約適用
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配当等の額（以下この項において「条約適用配当等の額

」という。）に対し、条約適用配当等の額（租税条約実

施特例法第３条の２の２第８項第４号の規定により読み

替えられた法第３４条の規定の適用がある場合には、その

適用後の金額）に１００分の５（平成２０年３月３１日までに

支払を受けるべきものにあつては、１００分の３）の税率

から限度税率を控除して得た率に１００分の３２（同日まで

に支払を受けるべきものにあつては、３分の１）を乗じ

て得た率（当該納税義務者が租税条約実施特例法第３条

の２の２第３項の規定の適用を受ける場合には、１００分

の１．６（同日までに支払を受けるべきものにあつては、

１００分の１）の税率）を乗じて計算した金額に相当する

県民税の所得割を課する。

４ 前項の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年

の翌年の４月１日の属する年度分の法第４５条の２第１項

の規定による申告書（その提出期限後において県民税の

納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びそ

の時までに提出された法第４５条の３第１項の確定申告書

を含む。）に前項の規定の適用を受けようとする旨の記

載があるとき（これらの申告書にその記載がないことに

ついてやむを得ない理由があると市町長が認めるときを

含む。）に限り、適用する。

５ 第３項の規定の適用がある場合には、次に定めるとこ

ろによる。

� 第１５条、第１６条及び附則第７条第１項の規定の適用

については、第１５条及び第１６条中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第１６条の５第３項の規定

による県民税の所得割の額」と、同項中「配当等に係

るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第１６

条の５第３項に規定する条約適用配当等に係るもの」

と、「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第１６条の５第３項の規定による県民税の所得割の額

」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課

税総所得金額及び附則第１６条の５第３項に規定する条

約適用配当等の額（租税条約実施特例法第３条の２の

２第８項第４号の規定により読み替えて適用される法

第３４条の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額）の合計額」とする。

� 附則第５条第１項の規定の適用については、同項中

「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した

場合の所得割の額並びに附則第１６条の５第３項の規定

による県民税の所得割の額」と、同項第１号中「山林

所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１６

条の５第３項に規定する条約適用配当等の額」と、同

項第２号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第１６条の５第３項の規定による県民税の所得

割の額」と、同項第３号中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、

法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４

年法律第４６号。以下「租税条約実施特例法」という。

）第３条の２の２第１２項の規定に係る市町の条例の規

定による市町村民税の所得割の額」とする。

� 附則第６条の規定の適用については、同条第１項中

「除く。）の額」とあるのは「除く。）の額並びに附

則第１６条の５第３項の規定による県民税の所得割の額

」と、同条第２項第１号中「除く。）の額（当該金額

に１００円未満の端数があるとき、又は当該金額」とあ

るのは「除く。）の額並びに附則第１６条の５第３項の

規定による県民税の所得割の額の合計額（当該合計額

に１００円未満の端数があるとき、又は当該合計額」と

、同項第２号中「除く。）の額（当該金額に１００円未

満の端数があるとき、又は当該金額」とあるのは「除

く。）の額並びに租税条約実施特例法第３条の２の２

第１２項の規定に係る市町の条例の規定による市町村民

税の所得割の額の合計額（当該合計額に１００円未満の

端数があるとき、又は当該合計額」とする。

６ 租税条約実施特例法第３条の２の２第１項の規定の適

用がある場合（第３項の規定の適用がある場合を除く。

）における第１６条の規定の適用については、同条中「又

は同条第１５項」とあるのは「若しくは附則第１６条の５第

３項に規定する条約適用配当等（以下「条約適用配当等

」という。）に係る所得が生じた年の翌年の４月１日の

属する年度分の法第４５条の２第１項の規定による申告書

（その提出期限後において県民税の納税通知書が送達さ

れる時までに提出されたもの及びその時までに提出され

た法第４５条の３第１項の確定申告書を含む。）にこの条

の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当

等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合（こ

れらの申告書にそれらの記載がないことについてやむを

得ない理由があると市町長が認める場合を含む。）であ

つて、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基

礎となつた条約適用配当等の額について租税条約実施特

例法第３条の２の２第１項の規定及び法第２章第１節第

５款の規定により配当割額を課されたとき、又は法第３２

条第１５項」とする。

附則第１９条を次のように改める。

（法人の事業税の税率の特例）

第１９条 租税特別措置法第６８条第１項の規定に該当する法

人の同項の規定に該当する各事業年度に係る所得割につ

いては、第１８条の２第１項第２号中

「 各事業年度の所得のうち年４００万
円を超える金額及び清算所得

１００分の
６．６ 」

とあるのは

「 各事業年度の所得のうち年４００万
円を超え年１０億円以下の金額及び
清算所得

１００分の
６．６

各事業年度の所得のうち年１０億円
を超える金額

１００分の
７．９ 」

と、同条第４項第２号ア中「１００分の６．６」とあるのは

「１００分の６．６（各事業年度の所得のうち年１０億円を超

える金額については、１００分の７．９）」とする。

別表を削る。

第２条 愛媛県県税賦課徴収条例の一部を次のように改正す

る。

附則第１６条の５第２項第１号中「第１５条、第１６条及び附

則第７条第１項」を「第１４条から第１６条まで、附則第７条

第１項及び附則第７条の４第１項」に、「第１５条及び第１６
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条」を「第１４条、附則第７条第１項及び附則第７条の４第

１項」に、「所得割の額及び」を「所得割の額並びに」に

、「同項中」を「第１５条及び第１６条中」に、「所得割の額

並びに」を「所得割の額及び」に、「同項各号」を「附則

第７条第１項各号」に改め、同項第３号を削り、同条第３

項中「１００分の３２（同日までに支払を受けるべきものにあ

つては、３分の１）」を「５分の２」に、「１００分の１．６

」を「１００分の２」に、「１００分の１」を「１００分の１．２

」に改め、同条第５項第１号中「第１５条、第１６条及び附則

第７条第１項」を「第１４条から第１６条まで、附則第７条第

１項及び附則第７条の４第１項」に、「第１５条及び第１６条

」を「第１４条、附則第７条第１項及び附則第７条の４第１

項」に、「所得割の額及び」を「所得割の額並びに」に、

「同項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係る

もの及び附則第１６条の５第３項に規定する条約適用配当等

に係るもの」と、「所得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第１６条の５第３項の規定による県民税の所得割

の額」を「第１５条及び第１６条中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第１６条の５第３項の規定による県民

税の所得割の額」と、附則第７条第１項中「配当等に係る

もの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第１６条の５

第３項に規定する条約適用配当等に係るもの」に改め、同

項第３号を削る。

（愛媛県核燃料税条例の一部改正）

第３条 愛媛県核燃料税条例（平成１５年愛媛県条例第５４号）

の一部を次のように改正する。

第１０条中「第２７８条第４項」を「第２７８条第５項」に改

める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す

る。

� 第１条中愛媛県県税賦課徴収条例附則第１６条の４の次

に１条を加える改正規定 公布の日

� 第１条中愛媛県県税賦課徴収条例第１３条第３項の改正

規定、同条例附則第９条の改正規定及び同条例別表を削

る改正規定並びに第３条の規定 平成１９年１月１日

� 第１条中愛媛県県税賦課徴収条例第１６条の改正規定及

び同条例附則第７条の２の改正規定並びに第２条中愛媛

県県税賦課徴収条例附則第１６条の５第３項の改正規定並

びに附則第４項の規定 平成２０年４月１日

� 第１条中愛媛県県税賦課徴収条例第４３条第１項第３号

の改正規定 道路運送法等の一部を改正する法律（平成

１８年法律第４０号）の施行の日

（県民税に関する経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の愛媛県県税賦課徴収条例（

以下「新条例」という。）第１３条第２項及び第１４条並びに

附則第７条第１項、第８条第１項、第１２条第１項、第１３条

第１項、第１４条、第１５条第１項及び第２項、第１６条第１項

、第１６条の２第１項並びに第１６条の４第１項の規定は、平

成１９年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平

成１８年度分までの個人の県民税については、なお従前の例

による。

３ 新条例の規定中分離課税に係る所得割（地方税法等の一

部を改正する法律（平成１８年法律第７号）第１条の規定に

よる改正後の地方税法（以下「新法」という。）第５０条の

２の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び附

則第５項において同じ。）に関する部分は、平成１９年１月

１日以後に支払うべき退職手当等（同条に規定する退職手

当等をいう。以下この項において同じ。）に係る分離課税

に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手

当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の

例による。

４ 新条例第１６条の規定及び第２条の規定による改正後の愛

媛県県税賦課徴収条例附則第１６条の５第３項の規定は、平

成２０年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平

成１９年度分までの個人の県民税については、なお従前の例

による。

５ 県は、平成１９年度分の個人の県民税に限り、当該県民税

の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分

の個人の県民税に係る新条例第１３条第８項に規定する課税

総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合

計額（以下この項において「合計課税所得金額」という。

）が、新条例第１４条第１号ア又は第２号アに掲げる金額を

超え、かつ、当該納税義務者の平成２０年度分の個人の県民

税に係る合計課税所得金額、新条例附則第１２条第１項に規

定する課税長期譲渡所得金額、新条例附則第１５条第１項に

規定する課税短期譲渡所得金額、新条例附則第１６条第１項

に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び新条例

附則第１６条の４第１項に規定する先物取引に係る課税雑所

得等の金額並びに第２条の規定による改正後の愛媛県県税

賦課徴収条例附則第１６条の５第１項に規定する条約適用利

子等の額（地方税法等の一部を改正する法律（平成１８年法

律第７号）附則第２６条の規定による改正後の租税条約の実

施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律（昭和４４年法律第４６号。以下この項において「新租

税条約実施特例法」という。）第３条の２の２第５項第４

号の規定により読み替えて適用される新法第３４条の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）及び新条例附則

第１６条の５第３項に規定する条約適用配当等の額（新租税

条約実施特例法第３条の２の２第８項第４号の規定により

読み替えて適用される新法第３４条の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）の合計額が、新条例第１４条第１

号ア又は第２号アに掲げる金額を超えないものについては

、第１号に掲げる金額から第２号に掲げる金額を控除して

得た金額（地方税法等の一部を改正する法律（平成１８年法

律第７号）附則第１２条第１項第１号に掲げる金額が同項第

２号に掲げる金額に満たない場合においては、当該控除し

て得た金額から同号に掲げる金額から同項第１号に掲げる

金額を控除した金額を差し引いた金額（当該金額が０を下

回る場合には、０とする。））を、新条例及び第２条の規

定による改正後の愛媛県県税賦課徴収条例附則第１６条の５

の規定中所得割に関する部分（新条例第１６条の規定を除く

。）を適用した場合における当該納税義務者の所得割（分

離課税に係る所得割を除く。）の額から減額するものとす
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る。

� 当該納税義務者の平成１９年度分の新条例第１３条第２項

及び第８項の規定による所得割の額から新条例第１４条の

規定による控除額を控除した金額

� 当該納税義務者の平成１９年度分の個人の県民税に係る

新条例第１３条第８項に規定する課税総所得金額、課税退

職所得金額又は課税山林所得金額につき第１条の規定に

よる改正前の愛媛県県税賦課徴収条例第１３条第２項の規

定を適用して計算した所得割の額

６ 愛媛県県税賦課徴収条例及び愛媛県森林環境税条例の一

部を改正する条例（平成１７年愛媛県条例第４６号）附則第６

項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用につ

いては、同項中「０とする。））」とあるのは「０とする

。））の３分の２に相当する金額」と、「新条例及び第２

条の規定による改正後の愛媛県県税賦課徴収条例附則第１６

条の５の規定中所得割に関する部分（新条例第１６条の規定

を除く。）を適用した場合における当該納税義務者の所得

割（分離課税に係る所得割を除く。）の額」とあるのは「

愛媛県県税賦課徴収条例及び愛媛県森林環境税条例の一部

を改正する条例（平成１７年愛媛県条例第４６号）附則第６項

の規定による所得割の額」とする。

７ 第５項の規定は、同項に規定する県民税の所得割の納税

義務者から、平成２０年７月１日から同月３１日（同月１日以

後において同項の規定の適用を受けることとなった者につ

いては、当該適用を受けることとなった日から１月を経過

した日の前日）までの間に、平成１９年１月１日現在におけ

る住所所在地の市町長に対して、地方税法施行規則で定め

るところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨の

申告がされた場合に限り、適用するものとする。

（事業税に関する経過措置）

８ 新条例第１８条の２第１項第１号ウ、第２号及び第３号、

第２項、第３項並びに第４項第１号ウ及びエ、第２号並び

に第３号並びに附則第１９条の規定は、平成１９年４月１日以

後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に

開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解

散による清算所得に対する事業税について適用し、同日前

に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始

した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散によ

る清算所得に対する事業税については、なお従前の例によ

る。

�������
�愛媛県条例第４０号
愛媛県農村地域工業等導入地区における県税の特別措置に

関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県農村地域工業等導入地区における県税の特別措

置に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県農村地域工業等導入地区における県税の特別措置に

関する条例（昭和４７年愛媛県条例第６号）の一部を次のよう

に改正する。

第２条第１項及び第３条中「平成１８年３月３１日」を「平成

２０年３月３１日」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（適用期日）

２ 改正後の愛媛県農村地域工業等導入地区における県税の

特別措置に関する条例（以下「新条例」という。）の規定

は、平成１８年４月１日から適用する。

（申告期限の特例）

３ 新条例第４条の規定による申告期限が、この条例の施行

の日から起算して２０日を経過する日までに到来するものに

あっては、同条の規定にかかわらず、同日を申告期限とす

る。

�������
�愛媛県条例第４１号
愛媛県輸入促進地域における県税の特別措置に関する条例

を廃止する条例を次のように公布する。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県輸入促進地域における県税の特別措置に関する

条例を廃止する条例

愛媛県輸入促進地域における県税の特別措置に関する条例

（平成８年愛媛県条例第１８号）は、廃止する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�������
�愛媛県条例第４２号
愛媛県公告式条例の一部を改正する条例を次のように公布

する。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県公告式条例の一部を改正する条例

愛媛県公告式条例（昭和２５年愛媛県条例第２５号）の一部を

次のように改正する。

第２条第２項中「登載して」を「掲載して」に、「但し」

を「ただし」に、「登載する」を「掲載する」に、「見易い

」を「見やすい」に改める。

本則に次の１条を加える。

（愛媛県報の発行）

第６条 愛媛県報は、電磁的方法（電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて

規則で定めるものをいう。）により不特定多数の者が愛媛

県報に掲載すべき事項の情報の提供を受けることができる

状態に置く措置であつて規則で定めるものをとる方法によ

り発行するものとする。

２ 前項に規定する方法による愛媛県報の発行は、愛媛県報

に掲載すべき事項を県の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルに記録し、当該ファイルに記録された情報の提

供を受けようとする者の求めに応じてその使用に係る電子

計算機に県の使用に係る電子計算機から送信し得る状態と

なつた時に行われたものとする。

３ 第１項の規定にかかわらず、事故その他特別の事情によ

り、同項に規定する方法により愛媛県報を発行することが
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できないとき、又は著しく困難であるときは、これに代え

て書面又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によつては認識することができない方式で作られる

記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供される

ものとして規則で定めるものをいう。）をもつて愛媛県報

を発行することができる。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１８年８月１日から施行する。

（財政事情の公表に関する条例の一部改正）

２ 財政事情の公表に関する条例（昭和２３年愛媛県条例第１１

号）の一部を次のように改正する。

第４条第１項中「県公報登載」を「愛媛県報への掲載」

に改め、「これを」を削り、同条第２項及び第３項を削る

。

（愛媛県県民賞条例の一部改正）

３ 愛媛県県民賞条例（昭和３２年愛媛県条例第４０号）の一部

を次のように改正する。

第７条第１項中「県公報に登載して」を「愛媛県報に掲

載して」に改める。

（愛媛県県営住宅管理条例の一部改正）

４ 愛媛県県営住宅管理条例（昭和３５年愛媛県条例第１５号）

の一部を次のように改正する。

第３条第１項第１号を次のように改める。

� 愛媛県報への掲載

（愛媛県監査委員条例の一部改正）

５ 愛媛県監査委員条例（昭和３９年愛媛県条例第１３号）の一

部を次のように改正する。

第１１条中「登載して」を「掲載して」に改める。

�������
�愛媛県条例第４３号
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行

条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律

施行条例の一部を改正する条例

電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行

条例（平成１５年愛媛県条例第６６号）の一部を次のように改正

する。

第３条第１項中「署名検証者」という。）」の下に「及び

同条第６項に規定する団体署名検証者（以下「団体署名検証

者」という。）」を加え、同条第３項中「第１７条第１項に規

定する行政機関等又は認定認証事業者等」を「第１７条第１項

各号に掲げる者又は団体署名検証者の同条第５項各号に掲げ

る団体若しくは機関」に改める。

附 則

この条例は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関

する法律の一部を改正する法律（平成１８年法律第４４号）の施

行の日から施行する。
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�愛媛県条例第４４号
障害者自立支援法施行条例及び愛媛県事務処理の特例に関

する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

障害者自立支援法施行条例及び愛媛県事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する条例

（障害者自立支援法施行条例の一部改正）

第１条 障害者自立支援法施行条例（平成１８年愛媛県条例第

２０号）の一部を次のように改正する。

第１条中「、第１１５条第１項」を「並びに第１１５条第１

項」に改め、「平成１８年政令第１０号」の下に「。以下「政

令」という。」を、「第５０条」の下に「並びに地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１７の２第１項」を加え

る。

第８条を第９条とし、第７条を第８条とし、第６条の次

に次の１条を加える。

（市町が処理する事務）

第７条 地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に基づ

き、次に掲げる事務（法の施行のための規則に基づく事

務を含む。）は、市町が処理することとする。

� 法第５４条第３項の精神通院医療に係る医療受給者証

（以下「医療受給者証」という。）の交付に関する事

務

� 法第５６条の規定に基づく支給認定の変更の認定の申

請及び医療受給者証の提出の受付並びに当該申請に係

る申請書及び当該医療受給者証の知事への送付に関す

る事務並びに当該医療受給者証の交付に関する事務

� 政令第３２条第１項の規定に基づく変更の届出に係る

医療受給者証の交付に関する事務

� 政令第３３条第１項の規定に基づく再交付の申請に係

る医療受給者証の交付に関する事務

� 障害者自立支援法施行規則（平成１８年厚生労働省令

第１９号）第４８条第３項の規定に基づく医療受給者証の

返還の受付及び当該医療受給者証の知事への送付に関

する事務

� 前各号に掲げるもののほか、法の施行のための規則

に基づく事務であって規則で定めるもの

（愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部改正）

第２条 愛媛県事務処理の特例に関する条例（平成１２年愛媛

県条例第１１号）の一部を次のように改正する。

別表１７の２の項を次のように改める。

１７の２ 精神保健及び精神障害者福祉に
関する法律に基づく事務のうち、同法
第４５条第３項（同条第５項において準
用する場合を含む。）の規定に基づく
政令で定める精神障害の状態にないと
認めた旨の通知に係る通知書の交付に
関する事務

各市町

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�������
�愛媛県条例第４５号
児童福祉法第６２条の３の規定に基づく過料に関する条例を

次のように公布する。

平成１８年７月２１日

愛 媛 県 報平成１８年７月２１日 第１７７９号外１

８



愛媛県知事 加 戸 守 行

児童福祉法第６２条の３の規定に基づく過料に関する条

例

次の各号のいずれかに該当する者は、１０万円以下の過料に

処する。

� 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の４第２項

の規定による施設受給者証の返還を求められてこれに応じ

ない者

� 正当の理由がないのに、児童福祉法第５７条の３第１項の

規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、

若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提

示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、

若しくは虚偽の答弁をした者

附 則

この条例は、平成１８年１０月１日から施行する。

�������
�愛媛県条例第４６号
愛媛整肢療護園使用料条例の一部を改正する条例を次のよ

うに公布する。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛整肢療護園使用料条例の一部を改正する条例

愛媛整肢療護園使用料条例（昭和２７年愛媛県条例第６５号）

の一部を次のように改正する。

第１条中「者」の下に「又はその保護者」を、「児童福祉

法」の下に「（昭和２２年法律第１６４号）」を加える。

第２条を次のように改める。

第２条 前条の規定により徴収する使用料の額は、次の各号

に掲げる使用の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

� 児童福祉法第２４条の２第１項に規定する指定施設支援

同条第２項の規定により算定した費用の額と同条第１

項に規定する特定費用の額との合計額

� 診療 健康保険法（大正１１年法律第７０号）又は老人保

健法（昭和５７年法律第８０号）の規定による療養又は医療

に要する費用の額及び入院時食事療養費に係る食事療養

の費用の額の算定方法により算定した額を基準として知

事が定める額

附 則

この条例は、平成１８年１０月１日から施行する。

�������
�愛媛県条例第４７号
愛媛県手数料条例の一部を改正する条例を次のように公布

する。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県手数料条例の一部を改正する条例

愛媛県手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３号）の一部を

次のように改正する。

第７条第１項中「１０４の２の項」の下に「から１０４の４の

項まで、１０４の８の項、１０４の１０の項」を、「分析」の下に

「、研修」を加える。

別表２の表中１０４の６の項を１０４の９の項とし、同項の次

に次のように加える。

１０４の１０ 介護保険
法第６９条の８第２
項の規定に基づく
介護支援専門員更
新研修の実施

介護支援
専門員更
新研修受
講手数料

� 介護支援専門員証の
交付を受けてから、そ
の有効期間が満了する
までに介護支援専門員
として実務に従事した
経験を有しない者に対
する更新研修 ２１，０００
円

� 介護支援専門員証の
有効期間中に、介護支
援専門員の業務に従事
しているか又は従事し
ていた経験を有する者
に対する更新研修 ２３
，０００円（介護支援専門
員証の有効期間の更新
が２回目以降の場合に
あっては、１２，０００円）

別表２の表中１０４の５の項を１０４の７の項とし、同項の次

に次のように加える。

１０４の８ 介護保険
法第６９条の７第２
項の規定に基づく
介護支援専門員再
研修の実施

介護支援
専門員再
研修受講
手数料

２１，０００円

別表２の表中１０４の４の項を１０４の６の項とし、１０４の３

の項を１０４の５の項とし、１０４の２の項事務の欄中「（平成

９年法律第１２３号）」を削り、同項名称の欄中「介護支援専

門員実務研修受講試験実施事務手数料」を「介護支援専門員

実務研修受講試験手数料（試験実施事務手数料）」に改め、

同項を同表１０４の３の項とし、同項の次に次のように加える

。

１０４の４ 介護保険
法第６９条の２第１
項の規定に基づく
介護支援専門員実
務研修の実施

介護支援
専門員実
務研修受
講手数料

２１，０００円

別表２の表１０４の項の次に次のように加える。

１０４の２ 介護保険
法（平成９年法律
第１２３号）第６９条
の２第１項の規定
に基づく介護支援
専門員実務研修受
講試験の問題の作
成及び合格の基準
の設定

介護支援
専門員実
務研修受
講試験手
数料（試
験問題作
成事務手
数料）

１，０００円

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�������
�愛媛県条例第４８号
愛媛県風致地区内における建築等の規制に関する条例の一

部を改正する条例を次のように公布する。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県風致地区内における建築等の規制に関する条例

の一部を改正する条例

愛 媛 県 報平成１８年７月２１日 第１７７９号外１

９



古紙配合率100％再生紙を使用しています 

愛媛県風致地区内における建築等の規制に関する条例（昭

和４８年愛媛県条例第３８号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項中「長」の下に「。第９条第２項第１号から

第３号までを除き、以下同じ。」を加え、同条第３項中第１２

号を削り、第１３号を第１２号とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�������
�愛媛県条例第４９号
愛媛県文化財保護条例の一部を改正する条例を次のように

公布する。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県文化財保護条例の一部を改正する条例

愛媛県文化財保護条例（昭和３２年愛媛県条例第１１号）の一

部を次のように改正する。

第４２条に次の２項を加える。

４ 第１項の規定にかかわらず、国の機関又は地方公共団体

が行う次に掲げる行為については、同項の許可を受けるこ

とを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方

公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ

、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

� 建築の日から５０年を経過していない建築物の改築又は

除却

� 設置の日から５０年を経過していない工作物（建築物を

除く。以下同じ。）の改修若しくは除却又は道路の舗装

若しくは修繕（それぞれ土地の掘削、盛土、切土その他

土地の形状の変更を伴わないものに限る。）

� 第４０条に規定する県指定史跡名勝天然記念物の管理に

必要な施設の改修又は除却

� 埋設されている電線、ガス管、水管又は下水道管の改

修

５ 県指定史跡名勝天然記念物の保護上必要があると認める

ときは、教育委員会は、前項の届出があつた日から起算し

て７日以内に限り、当該届出に係る現状の変更又は保存に

影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

第４３条の７第１項中「現状変更等」という。）」の下に「

並びに第２号に規定する現状変更等」を加え、「同号ク」を

「第１号ク」に改め、同項第１号ウ中「（建築物を除く。以

下このウにおいて同じ。）」を削り、同項第３号中「前２号

」を「前３号」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号

中「前号ア」を「第１号ア」に改め、同号を同項第３号とし

、同項第１号の次に次の１号を加える。

� 第４２条第４項各号に掲げる行為（同項第１号に掲げる

行為については、前号ア又はイに掲げる現状変更等に該

当するものに限る。）に係る同項後段の規定に基づく届

出の受理及び同条第５項の規定に基づく指示に関する事

務

第４７条中「第２０条又は第４２条」を「第２０条第１項から第３

項まで又は第４２条第１項若しくは第２項」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１８年８月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に改正前の愛媛県文化財保護条例

（以下「改正前の条例」という。）第４２条第１項の規定に

よる許可を受けている者であって、当該許可に係る行為が

改正後の愛媛県文化財保護条例（以下「改正後の条例」と

いう。）第４２条第４項各号に掲げる行為に該当して同項の

規定により届出をすべきものは、この条例の施行の日に当

該届出をしたものとみなす。この場合において、当該許可

に係る改正前の条例第４２条第２項において準用する改正前

の条例第２０条第２項の規定による指示は、当該届出に係る

改正後の条例第４２条第５項の規定による指示とみなす。

３ この条例の施行の際現にされている改正前の条例第４２条

第１項の規定による許可の申請であって、改正後の条例第

４２条第４項の規定により届出をすべき者に係るものは、こ

の条例の施行の日に同項の規定によりした届出とみなす。

４ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用につい

ては、なお従前の例による。

�������
�愛媛県条例第５０号
愛媛県議会議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議

員の数に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布

する。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県議会議員の定数及び各選挙区において選挙すべ

き議員の数に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県議会議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議

員の数に関する条例（平成６年愛媛県条例第３６号）の一部を

次のように改正する。

第１条中「５０人」を「４７人」に改める。

別表上浮穴郡選挙区の項、喜多郡選挙区の項及び北宇和郡

選挙区の項を削り、同表松山市選挙区の項を次のように改め

る。

松山市・上浮穴郡選挙区 １６人

別表今治市・越智郡選挙区の項議員数の欄中「７人」を「

６人」に改め、同表宇和島市選挙区の項を次のように改める

。

宇和島市・北宇和郡選挙区 ４人

別表新居浜市選挙区の項議員数の欄中「５人」を「４人」

に改め、同表大洲市選挙区の項を次のように改める。

大洲市・喜多郡選挙区 ２人

別表西予市選挙区の項議員数の欄中「２人」を「１人」に

改める。

附 則

１ この条例は、次の一般選挙から施行する。

２ この条例施行の際現に愛媛県議会議員の職にある者につ

いては、その任期が満了するまでの間は、なお従前の例に

よる。

平成１８年７月２１日 印刷
平成１８年７月２１日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円１０
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